
 

墨 田 区 特 別 区 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 案 ） 概 要 
 

項     目 改   正   案 現       行 施 行 期 日 

１ 寄附金税額控除に係る

特例控除の見直し 

 平成２６年度から平成５０年度までの間、寄附

金税額控除における特例控除額の算定について次

のとおりとする。 

【特例控除額】 次の①及び②の合計額 

①（寄附金額－２千円）×１００分の６ 

②（寄附金額－２千円）×｛９０％－（所得税 

 の限界税率（０～４０％）×１．０２１）｝

×５分の３(※) 
※ ②の算定に当たっては、所得税の限界税率に、
当該所得税の限界税率に復興特別所得税率（１０
０分の２．１）を乗じて得た率を加算することと
し、所得割の１割を限度とする。 

 【寄附金税額控除における特例控除】 

都道府県又は市区町村に寄附金を支出した場合、

翌年度の区民税から次の①及び②を合計した税額

を控除する。 

①（寄附金額－２千円）×１００分の６ 

②（寄附金額－２千円）×｛９０％－所得税の 

限界税率（０～４０％）｝×５分の３ 

 
※ ただし、②は所得割の１割を限度とする。 

平成２６年１月１日 

 特別徴収対象年金所得者が賦課期日後に区外に

転出した場合においても、一定の要件の下、年金

特別徴収を継続する。 

 賦課期日以後引き続き区内に住所を有する者で

ない者は、特別徴収対象年金所得者から除く。 

平成２８年１０月１日 ２ 公的年金等からの特別

徴収における徴収方法及

び仮特別徴収税額の見直

し 
 仮特別徴収税額については、特別徴収対象年金

所得者の公的年金等所得に係る前年度分の区民税

額の２分の１の額とする。 

 仮特別徴収税額については、前年度に年金から

特別徴収された年金所得に係る特別徴収税額の額

とする。 

 

    

３ 延滞金の見直し  延滞金の利率を次のように引き下げる。 

 ⑴ 納期限の翌日から納付又は納入があった日

までの期間 年１４．６％（ただし、特例基

準割合(※)が年７．３％に満たない場合は、

特例基準割合に年７．３％の割合を加算した

割合） 

 ⑵ 納期限の翌日から１月を経過する日までの

期間 年７．３％（ただし、特例基準割合が

年７．３％に満たない場合は、特例基準割合

 

 ⑴ 納期限の翌日から納付又は納入があった日

までの期間 年１４．６％ 

 

 

 

 ⑵ 納期限の翌日から１月を経過する日までの

期間 年７．３％（ただし、特例基準割合(※)

が年７．３％に満たない場合は、特例基準割

平成２６年１月１日 
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に年１％の割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３％の割合を超える場合は、

年７．３％）） 
※ 特例基準割合 当該年の前年に租税特別措置法第
９３条第２項の規定により告示された割合に年１％
の割合を加算した割合 
 
【還付加算金】※地方税法に規定 
  年７．３％（ただし、特例基準割合が年７．３％
に満たない場合は、特例基準割合） 

合） 

 

 
※ 特例基準割合 各年の前年の１１月３０日を経過
する時における日本銀行法第１５条第１項第１号の
規定により定められる商業手形の基準割引率に年４ 
％の割合を加算した割合 
 

    

４ 公益法人等に対する譲

渡所得等に係る課税の特

例の見直し 

 右記の特例に係る課税の対象となる公益法人等

に、非課税の特例の適用を受けた財産（幼稚園又

は保育所等の事業の用に直接供しているものに限

る。）を有する公益法人等から当該財産の贈与を

受けた他の公益法人等（幼保連携型認定こども園、

幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に限る。）

を加える。 

 当分の間、公益法人等に対して財産を寄附した

場合の譲渡所得等の非課税の特例の対象となる財

産が、公益目的事業の用に供されなくなったこと

等、一定の事由により非課税承認が取り消された

場合には、寄附した者が本来負担すべき譲渡所得

等に係る区民税の所得割を、当該寄附を受けた公

益法人等に対して課すこととする。 

平成２６年１月１日 

５ 住宅借入金等特別税額

控除の拡充及び適用期限

の延長 

 右記の対象者に平成２６年から平成２９年末ま

でに入居した者を加えるとともに、平成２６年４

月以降に入居した者の当該住宅の取得等に係る消

費税額等が、新税率による消費税額相当額である

場合は、控除限度額を「所得税の課税総所得金額

等の額×１００分の４．２（上限額は、８．１９

万円）」とする。 

 

 

 

 

 

【住宅借入金等特別税額控除】 
 所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税
から控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度分
の特別区民税から控除する。 
 １ 対 象 者 平成２１年から平成２５年までに入

居した者 
 ２ 控除期間 入居した年の翌年から１０年間 
 ３ 控 除 額 次のいずれか少ない額 
  ⑴ 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税

において控除しきれなかった額×５分の３ 
  ⑵ 所得税の課税総所得金額等の額×１００分の

３（上限額は、５．８５万円） 
 ４ 控除方法 税額控除 
 
 ※ 平成１１年から平成１８年までに入居した者に対する
住宅借入金等特別税額控除は、平成２０年度分から平成
２８年度分までの特別区民税に適用 

平成２７年１月１日 

    

  右記の特例の対象者に平成２６年から平成２９

年末までに入居した者を加えるとともに、平成２

 東日本大震災により居住用家屋を滅失等した者

が、住宅の再取得、増改築等をした場合において、

 



 

６年４月以降に入居した者の控除限度額を「所得

税の課税総所得金額等の額×１００分の４．２（上

限額は、８．１９万円）」とする。 

所得税における東日本大震災に係る住宅ローン控

除の特例の適用を受けたときは、重複して住宅借

入金等特別税額控除の対象とする。 
    

６ 上場株式等に係る配当

所得等に係る課税の特例 

 右記の特例に、特定公社債等に係る利子所得を

加える。 

 上場株式等の配当所得に係る課税方式について、

申告分離課税を選択した場合の区民税の税率を１

００分の３とする。 
※ 平成２６年度分までは、１００分の１．８とする。 

平成２９年１月１日 

７ 株式等に係る譲渡所得

等に係る課税の特例制度

の見直し 

 右記の特例について、非上場株式等に係る譲渡

所得等及び上場株式等に係る譲渡所得等を次のと

おり別々の分離課税制度とする。 
１ 一般株式等に係る譲渡所得等 
  一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等
について、当分の間、他の所得と区分し、区民税の
税率を１００分の３とする。 
２ 上場株式等に係る譲渡所得等 
  特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等に
ついて、当分の間、他の所得と区分し、区民税の税
率を１００分の３とする。 

 株式等に係る譲渡所得等について、当分の間、

他の所得と区分し、区民税の税率を１００分の３

とする。 
※ 上場株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の税率
については、平成２６年度分までは１００分の１．
８とする。 

平成２９年１月１日 

８ 条約適用利子及び条約

適用配当に係る課税の特

例 

 右記の特例に、申告不要特定配当等に係る利子

所得を加える。 

 租税条約実施特例法に定める利子及び配当所得

等について、他の所得と区分し、区民税の税率を

「（１００分の５－限度税率）×５分の３」とする。 
※ 特定外国配当等のうち、一定の要件を満たす場合
の区民税の税率については、平成２６年度分までは
１００分の１．８とする。 

平成２９年１月１日 

９ 東日本大震災に係る被

災居住用財産の敷地に係

る譲渡期限の延長の見直

し 

 右記の特例等について、当該家屋に居住してい

た相続人が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、

当該家屋を被相続人が取得した日から所有してい

たものとみなして特例等を適用する。 

 居住用財産の買換えの特例等について、居住用

家屋が東日本大震災により滅失した場合には、当

該家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災のあ

った日から７年を経過する日の属する年の１２月

３１日まで延長する。 

平成２６年１月１日 

 


